
【参考資料編】

１ お茶の振興に関する法律

２ 新たな茶業及びお茶の文化の振興に関する基本方針

３ 茶関係予算
（１）茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進（茶）
（２）産地生産基盤パワーアップ事業
（３）強い農業づくり総合支援交付金
（４）施設園芸等燃料価格高騰対策事業
（５）国内肥料資源利用拡大対策事業等
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１ 法律の目的
この法律は、農林水産大臣による基本方針の策定について定めるとともに、生産者の経営安定、消費の拡大及びこれに資する

お茶を活用した食育の推進並びに輸出の促進、お茶の伝統に関する知識等の普及の措置等を講じ、茶業の健全な発展及び豊かで
健康的な国民生活の実現に寄与することを目的とする。

２ 法律の概要
（１）基本方針の策定（第２条）
農林水産大臣は、次に掲げる事項について基本方針を策定する。
① 茶業及びお茶の文化の振興の意義及び基本的な方向
② お茶の需要の長期見通しに即した生産量の目標設定
③ 茶業の振興のための施策
④ お茶の文化の振興のための施策
⑤ その他茶業及びお茶の文化の振興のために必要な事項

（２）振興計画の策定（第３条）
都道府県は、基本方針に即し、振興計画を定めるよう努める。

（３）国及び地方公共団体による支援施策（第４条～第10条）
国及び地方公団体は、次に掲げる事項について支援施策を実施するよう努める。
① 生産者の経営安定（茶園の基盤整備、茶樹の改植支援、災害予防促進等）
② 加工・流通の高度化（農業、製造業、小売業等の一体的な取組による新たな付加価値を生み出す取組等に対する支援）
③ 品質の向上の促進
④ 消費拡大
⑤ 輸出促進
⑥ お茶の文化の振興
⑦ 茶業及びお茶の文化の振興に寄与した者の顕彰

（４）国の援助（第11条）
国は、地方公共団体に対し、必要な情報提供、助言、財政上の措置等を講じるよう努める。

１ お茶の振興に関する法律について

○ 「お茶の振興に関する法律」が、平成23年４月に施行
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２ 新たな茶業及びお茶の文化の振興に関する基本方針の策定

○ 近年の茶業をめぐる情勢の変化等を踏まえ、令和２年４月に新たな「茶業及びお茶の文化の
振興に関する基本方針」を策定。

＜現 状＞ ＜施 策 の 方 向＞

今後の茶業及びお茶の文化の振興に関する基本的な方向

従来の取組の単なる延長ではなく、新たな発想のもと、国内外の多様化した消費者ニーズを

的確に捉えつつ、各産地の特徴や実情を踏まえたお茶の生産、加工、流通の取組を促進。

〇 消費者ニーズに対応した品質・付加価値の向上の促進、加工及び流通の高度化

・多様化する消費者ニーズへの対応
・生産者と流通・実需者が連携した取組の促進 等

お茶の文化の振興のための施策

茶業の振興のための施策

〇 消費者の簡便化志向により、リーフ

茶から緑茶飲料へ消費がシフト。

こうした変化への対応に遅れた結

果、お茶の消費が伸び悩み、価格が

低迷。

〇 一方、海外に目を転じると、世界の

緑茶貿易量は今後も増加すると見込

まれており、このような海外需要を取

り込んでいくことが重要。

〇 生産面では、高齢化や繁忙期の労

働力不足等により、今後お茶の生産

が維持できなくなる恐れ。

〇 国民の豊かで健康的な生活の実現

に寄与

〇 中山間地域における重要な基幹作物

○ 茶業は、裾野が広く、地域経済・雇用

確保の観点からも重要な産業

お茶の国内需要の長期見通し ： 8.6万トン（H30） → 7.9万トン（R12）
お茶の生産数量目標 ： 8.6万トン（H30） → 9.9万トン（R12）

（うち輸出 0.5万トン） （うち輸出 2.5万トン）

お茶をめぐる課題

茶
産
地
の
収
益
力
・
販
売
力
の
強
化
、
持
続
可
能
性
の
向
上

国内需要の長期見通し及び生産数量目標

〇 お茶の文化に関する理解の増進

○ お茶に関する文化財の保存・活用

〇 輸出の拡大
・海外市場の開拓の推進
・輸出の大幅な拡大に向けた生産・流通体制の構築
・輸出先国・地域が求める輸入条件への対応

〇 生産者の経営の安定
・産地の特色に応じたお茶の生産の促進
・茶樹の改植・新植の促進
・スマート農業技術の研究開発及び実証・導入の推進 等

〇 消費の拡大
・多様な消費者層に向けたお茶の魅力発信 等

〇 お茶に関する情報の一元化及び活用

茶業及びお茶の文化の振興の意義
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＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．全国的な支援体制の整備

茶の生産性の向上や高付加価値化等を図るため、全国組織等による消費者を起

点としたサプライチェーン構築実証や日本茶の魅力発信など需要拡大等を行うた

めの取組を支援します。

２．地域における取組の支援

改植や新植、有機栽培や輸出向け栽培等への転換、実証ほの設置等の生産体

制の確立、省力化・低コスト化のための農業機械等の改良・リース導入、簡易な

園地整備、生産安定技術の確立、人材確保策の検討、消費者・実需者ニーズの

把握、実需者等と連携した商品開発、製造・加工技術の確立、消費者等の理解

促進等の取組を支援します。

※ 生産者と加工・流通業者等が連携し、実需と結びついた茶の改植や有機転換

等を図る取組を総合的に支援

（関連対策）

１ 施設園芸等燃料価格高騰対策（茶セーフティネット）

２ 既存添加物等申請事業（輸出先国における茶の残留農薬基準の設定）

３ 茶のスマート有機栽培技術体系の開発と実証

３ 茶関係予算
（１）茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進(茶支援関連)

＜対策のポイント＞

産地の戦略に基づく茶園の新植や改植、有機栽培や輸出向け栽培への転換、人材確保策の検討等による生産体制の強化、簡易な園地整備、

新需要開拓等に向けた茶の生産・加工技術の導入、コスト低減に資する生産・加工機械のリース導入等を支援します。
＜事業目標＞
○ 茶の生産数量目標（8.6万t［平成30年度］→ 9.9万t［令和12年度まで］）
○ 茶の輸出額の増加（153億円［平成30年］→ 312億円［令和7年］）

国 民間団体等

定額、１／２以内＜事業の流れ＞

【令和６年度予算概算決定額 1,138 （1,353）百万円の内数】

［お問い合わせ先］農産局果樹・茶グループ（03-6744-2194） 27

①新植：12万円/10a、②改植、移動改植：15.2万円/10a

③改植等に伴う未収益期間の支援：14.1万円/10a（他品種への改植等は18.1万/10a）

④棚栽培への転換：４万円/10a、⑤棚栽培転換に必要な資材費：10万円/10a

⑥台切り：７万円/10a、⑦有機栽培への転換に伴う資材費：10万円/10a

⑧てん茶生産向け直接被覆栽培への転換に必要な資材費：10万円/10a

⑨茶園整理：５万円/10a（酸度矯正等を実施する場合は８万円/10a）

⑩輸出向け栽培体系への転換：5万円/10a

１．地域の戦略に基づく茶園の新植及び改植、有機栽培への転換等支援

３．需要創出に向けた取組の支援２．生産体制の強化に向けた取組の支援
・日常でお茶を楽しむシーンと、それに対応

するお茶の組合せ等による需要拡大

省エネ型粗揉機

・有機転換に必要となる簡易な園地整備、
省力化・低コスト化に必要な機械等のリース導入

茶種ごとの特性を打ち
出した試飲会の開催

茶の健康機能性の
調査・PR

消費者

加工・流通業者等

生産者

茶の改植や有機転換等

ニーズの
把握

乗用型管理機の進入・
旋回のための簡易な整備



＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．食料・農業・農村基本法の見直しを踏まえた先駆的モデル等の育成

① 先駆的モデル支援タイプ

食料・農業・農村基本法の見直しを踏まえた新しい農業のモデルを創出していくため、安定

的な生産・供給等を実現しようとする先駆的モデルの育成を支援します。

② 農業支援サービス事業支援タイプ

農業支援サービス事業の提供に必要な農業用機械の導入を支援します。

２．地域の創意工夫による産地競争力の強化（産地基幹施設等支援タイプ）

① 産地収益力の強化、産地合理化の促進

産地農業において中心的な役割を果たしている農業法人や農業者団体等による集出荷貯

蔵施設や冷凍野菜の加工・貯蔵施設等の産地の基幹施設の整備等を支援します。また、産

地の集出荷、処理加工体制の合理化に必要な産地基幹施設等の再編等を支援します。

② 重点政策の推進

みどりの食料システム戦略、スマート農業、産地における戦略的な人材育成といった重点政

策の推進に必要な施設の整備等を支援します。

３．食品流通の合理化（卸売市場等支援タイプ）

品質・衛生管理の強化等を図る卸売市場施設、産地・消費地での共同配送等に必要な

ストックポイント等の整備を支援します。

（２）強い農業づくり総合支援交付金

【令和６年度予算概算決定額 12,052（12,052）百万円】

＜対策のポイント＞
食料生産・供給の不安定化や労働力不足等、生産構造の急速な変化に対応するための先駆的モデルや農業支援サービス事業体の育成等を支援します。

また、産地の収益力強化と持続的な発展及び食品流通の合理化のため、強い農業づくりに必要な産地基幹施設、卸売市場施設の整備等を支援します。

＜事業目標＞
○ 加工・業務用野菜の出荷量（直接取引分）の拡大（98万t［平成29年］→145万t［令和12年まで］）
○ 場内物流改善体制の構築に取り組んでいる卸売市場数（55市場［令和６年度まで］ ）
○ 化石燃料を使用しない園芸施設への完全移行［2050年まで］

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］
（１①、２の事業） 農産局総務課生産推進室 （03-3502-5945）
（１②の事業） 農産局技術普及課 （03-6744-2221）
（３の事業） 新事業・食品産業部食品流通課 （03-6744-2059）

【国直接採択】

・助成対象：推進事業（農業用機械、実証等）
整備事業（農業用施設）

・補助率 ：定額、1/2以内
・上限額 ：推進事業5,000万円 整備事業20億円

A 先駆的モデル支援タイプ

B 農業支援サービス事業支援タイプ

・助成対象：農業用機械
・補助率 ：1/2以内
・上限額 ：1,500万円

モ
デ
ル
等
の
育
成
・
提
供

産地のニーズに合わせた
農業支援サービスを提供

（農機シェアリング、データ分析 等）

農業支援サービス
事業体

Ａ産地
Ｂ産地

Ｃ産地

国
都道府

県

市町村交付（定額）
1/2以内等 1/2以内等

農業者
等

農業者等

1/2以内等

定額、1/2以内

（２、３の事業）

（１の事業）

C 産地基幹施設等支援タイプ

・助成対象：農業用の産地基幹施設
・補助率 ：1/2以内等
・上限額 ：20億円等

産
地
競
争
力
の
強
化

【都道府県向け交付金】

重点政策の推進【33億円】
２.①のメニューとは別枠で、みどりの食料システム戦略、スマート農業技術の導入、産地における
戦略的な人材育成といった重点政策の推進に必要な施設を着実に整備

優先枠の設定

物流2024年問題への対応、集出荷・加工の効率化に向けた再編合理化、中山間地域の競争力強化、
農畜産物の輸出拡大等に係る取組にポイントを加算することにより、積極的に支援

食
品
流
通
の

合
理
化

・助成対象：卸売市場施設
共同物流拠点施設

・補助率 ：4/10以内等
・上限額 ：20億円

D 卸売市場等支援タイプ

28



（３）産地生産基盤パワーアップ事業
【令和５年度補正予算額 31,000百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．新市場獲得対策
① 新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の対策強化

新市場のロット・品質に対応できる拠点事業者の育成に向けた貯蔵・加工・物流拠点施設
等の整備、拠点事業者と連携する産地が行う生産・出荷体制の整備等を支援します。
② 園芸作物等の先導的取組支援

園芸作物等について、需要の変化に対応した新品目・品種、新樹形の導入や栽培方法の
転換、技術導入の実証等の競争力を強化し産地を先導する取組を支援します。
③ 国産シェア拡大対策

国産麦・大豆の増産や安定供給に必要な農業機械の導入や集出荷貯蔵施設等の整備、
国産加工・業務用野菜等のサプライチェーンの強靭化に向けた農業機械・技術等の導入、
流通加工施設の整備、需要拡大に資する全国的な取組等を支援します。

２．収益性向上対策
収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、計画の実現に必要な農業機械の導入、集
出荷施設の整備等を総合的に支援します。また、施設園芸産地において、燃油依存の経営
から脱却し省エネ化を図るために必要なヒートポンプ等の導入等を支援します。

３．生産基盤強化対策
① 生産基盤の強化・継承

農業用ハウスや果樹園・茶園等の生産基盤を次世代に円滑に引き継ぐための再整備・改
修、継承ニーズのマッチング等を支援します。
② 全国的な土づくりの展開

全国的な土づくりの展開を図るため、堆肥や緑肥等を実証的に活用する取組を支援します。

農業者等
（農業者の組織する団体を含む）

農業者等
（農業者の組織する団体を含む）

収益力強化への計画的な取組

＜対策のポイント＞
収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、農業者等が行う高性能な機械・施設の導入や栽培体系の転換等に対して総合的に支援します。また、輸出

事業者等と農業者が協働で行う取組の促進等により海外や加工・業務用等の新市場を安定的に獲得していくための拠点整備、需要の変化に対応する園芸
作物等の先導的な取組、食料安全保障の確立に向けた国産農産物のシェア拡大に資する取組、全国産地の生産基盤の強化・継承、土づくりの展開等を
支援します。

＜事業目標＞
○ 青果物、花き、茶の輸出額の拡大（農林⽔産物・食品の輸出額：２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）
○ 品質向上や高付加価値化等による販売額の増加（10%以上［事業実施年度の翌々年度まで］ ）
○ 産地における生産資源（ハウス・園地等）の維持・継承 等

＜事業の流れ＞

国

民間団体等
(都道府県、市町村を含む)

定額、1/2以内等

都道府県
定額、1/2以内等

定額
基金管理団体 （１③の事業の一部

２、３の事業）

輸出等の新市場の獲得 産地の収益性の向上

農業の国際競争力の強化

生産基盤
の強化

堆肥等を活用
した土づくり

継承ハウス、園地の
再整備・改修

（１②の事業）

新たな生産・供給体制

拠点事業者の
貯蔵・加工施設

果樹・茶の改植や
新樹形導入

国産シェア拡大に向け
た施設

農業機械の
リース導入・取

得

生産資材
の導入

優先枠の設定

ヒートポンプ等の
リース導入・取得

流通効率化に
向けた機械・施設 施設整備

優先枠の設定
・中山間地域の体制整備
・農産物輸出に向けた体制整備

・スマート農業推進枠
・施設園芸エネルギー転換枠
・持続的畑作確立枠

（１①の事業
１③の事業の一部）

［お問い合わせ先］
（１①、２の事業）農産局総務課生産推進室（03-3502-5945）
（１②③、３①の事業） 園芸作物課 （03-6744-2113）
（１②の事業） 果樹・茶グループ （03-6744-2117）
（１③の事業） 穀物課 （03-3502-5959）
（３②の事業） 農業環境対策課 （03-3593-6495）
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（４）施設園芸等燃料価格高騰対策事業

＜対策のポイント＞
経営費に占める燃料費の割合の高い施設園芸及び茶において、燃料価格高騰の影響を受けにくい経営への転換を進めるため、計画的に省エネルギー化等
に取り組む産地を対象に、農業者と国で基金を設け、燃油・ガスの価格が一定の基準を超えた場合に補塡金を交付するセーフティネット対策を講じます。

＜事業目標＞
燃料価格高騰の影響を受けにくい経営への転換（施設園芸等の主要な産地におけるＡ重油等の使用量を15％削減 ［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

燃料価格が高騰している状況を踏まえ、基金への積み増しを行い、燃料価格高騰の
影響を受けにくい経営への転換を支援します。

１．施設園芸セーフティネット構築事業
施設園芸の省エネルギー対策等に計画的に取り組む産地を対象に、農業者と国の拠

出により資金を造成し、燃料価格の高騰時に補塡金を交付します。
（１）対象燃料：Ａ重油、灯油、LPガス（プロパンガス）、LNG（都市ガス）
（２）対象期間：10月~翌６月

２．茶セーフティネット構築事業
茶の省エネルギー対策等に計画的に取り組む産地を対象に、農業者と国の拠出に

より資金を造成し、燃料価格の高騰時に補塡金を交付します。
（１）対象燃料：Ａ重油、LPガス（プロパンガス）、LNG（都市ガス）
（２）対象期間：４月~10月

＜事業の流れ＞

国
(一社)日本施設

園芸協会
都道府県
協議会

農業者の組織
する団体等

定額定額

［お問い合わせ先］（１の事業）農産局園芸作物課 （03-3593-6496）
（２の事業） 果樹・茶グループ （03-6744-2194）

【令和５年度補正予算額 4,500百万円】

定額

補塡金＝補塡単価（発動基準価格との差額）×当月購入数量の70％※

セーフティネットの発動
燃料価格

※ 価格急騰時等には、
100％に引き上げ

国と生産者が積み立てた資金から補塡
【国と生産者の負担割合1:1】

発動基準価格
（過去７年中５年平均）

【セーフティネット対策のイメージ】

省エネルギー対策計画の策定・実施

セーフティネット対策

燃料価格高騰の
影響を受けにくい
経営への転換

【省エネルギー対策計画のイメージ】 ※ ２期目以降に継続加入する場合は、単
位生産量（額）当たり燃料使用量を15％
以上削減目標（収量増で達成可能）でも
可。

加入 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

１期目 ２期目

15%

削減
合計

30%

燃
料
使
用
量

省エネチェック
シートの実践

省エネ効果のある
資材等を導入

ヒートポンプ等
省エネ機器の導入
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＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．国内肥料資源利用拡大対策事業 8（－）百万円
（令和５年度補正予算額 6,390百万円）

① 施設整備等への支援
堆肥等の高品質化・ペレット化など、広域流通等に必要な施設整備等への支援

を行います。
② 国内資源の肥料利用拡大の取組への支援

ほ場での効果実証の取組や機械導入、関係事業者間のマッチングや現地指導
等への支援などを行います。
③ 肥料価格急騰対策に関する調査

国内外の肥料原料価格の動向を把握する調査を行います。
④ 国内資源の肥料利用拡大に向けた調査等

全国の土壌養分等の状況や家畜排せつ物の管理方法の実態等を調査します。
また、肥料の安全性確保を図る体制を整備します。

２．肥料原料備蓄対策事業 26（100）百万円
主要な肥料原料の備蓄及びこれに必要な保管施設の整備を支援します。

（５）国内肥料資源利用拡大対策事業等

＜対策のポイント＞
肥料の国産化に向けて、畜産業由来の堆肥や下⽔汚泥資源などの国内資源の肥料利用を推進するため、肥料の原料供給事業者、肥料製造事業者、肥
料利用者の連携づくりや施設整備等を支援するとともに、価格転嫁が間に合わない場合に必要となる肥料価格急騰対策に関する調査等を実施します。

また、化学肥料原料の備蓄及びこれに要する保管施設の整備を支援します。

＜事業目標＞ 肥料の使用量（リンベース）に占める国内資源の利用割合を拡大（40％［令和12年度まで］）

＜事業の流れ＞

国

都道府県協議会等 民間団体等
（農業者の組織す
る団体を含む）

民間団体等

定額、1/2以内

委託、定額

（１①・②の事業）

（１④の事業）

定額、1/2以内

定額、1/2以内

民間団体
定額

（１②・③の事業） 農産局技術普及課 （03-6744ｰ2182）
農業環境対策課（03-3593ｰ6495）

畜産局畜産振興課 （03-6744-7189）
消費・安全局総務課 (03-6744-7166) 

（１、２の事業）
（１②・④の事業）
（１①・②・④の事業)
（１④の事業）

［お問い合わせ先］

・堆肥化処理施設
・乾燥施設 ・臭気設備 等

堆肥の高品質化等に必
要な施設等の整備支援

肥料向けの国内資源
の供給実証支援

・資材購入費
・成分分析費 等

・ペレット化施設
・乾燥施設 ・臭気設備 等

肥料の製造施設等の
整備支援

肥料の試作支援

・資材購入費
・成分分析費 等

肥料の利用機械等の
導入支援

・肥料散布機
・土壌分析機 等

肥料の効果検証支援

・資材購入費
・土壌分析費 等

原料供給事業者、肥料製造事業者、肥料利用者

との間で連携計画を作成した者へ支援

原料供給事業者 肥料製造事業者 肥料利用者

ペレット肥料高品質な堆肥

肥料利用者が使いやすい肥料の実用化・利用拡大 家
畜
排
せ
つ
物

管
理
方
法
調
査

地
力
調
査

有機入り
配合肥料

定額

【令和６年度予算概算決定額 34（100）百万円】
（令和５年度補正予算額 6,390百万円）

肥
料
価
格
等
調
査

(一財)肥料経済研究所 民間団体 （２の事業）
定額、2/3
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